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【
解
題
と
翻
刻
】 

「
鷲
見
家
軍
忠
状
之
写
」 

（
高
鷲
町
文
化
財
保
護
協
会
所
有
） 

 
 
 

 

令
和
三
年(
二
〇
二
一)

一
二
月 

郡
上
市
歴
史
資
料
館 

 

【
解
題
】 

一 

史
料
の
概
要
と
伝
来 

当
写
本
は
、
鷲
見
忠
保
・
加
賀
丸
父
子
の
軍

忠
状
・
着
到
状
と
、
足
利
尊
氏
・
直
義
の
軍
勢

催
促
状
・
感
状
、
室
町
幕
府
管
領
奉
御
教
書
な

ど
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
か

け
て
差
出
・
発
給
さ
れ
た
計
二
一
通
の
文
書
の

文
面
と
、
鷲
見
氏
（
郡
上
氏
）
の
系
図
（
藤
原

頼
保
か
ら
鷲
見
行
保
ま
で
）
を
引
き
写
し
、
巻

子
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
巻
子
表
紙
の
題

簽
（
だ
い
せ
ん
）
に
は
「
軍
忠
状
之
写
」
と
あ

 

(

一) 

た
だ
し
、
主
に
、『
岐
阜
県
史
史
料
編
』
作
成
時

（
昭
和
四
四
年(

一
九
六
九)

）
の
情
報
。 

(

二) 

た
だ
し
、
別
写
本
を
基
に
し
て
い
る
た
め
文
書

文
面
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
。 

る
が
、
実
際
に
は
、
軍
忠
状
以
外
の
文
書
の
写

も
含
ま
れ
る
。 

当
写
本
と
同
様
の
史
料
は
、
長
善
寺
（
郡
上

市
高
鷲
町
大
鷲
）
、
岐
阜
県
図
書
館
、
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
、
鷲
見
八
千
代
氏
（
当
時
岐
阜

県
山
縣
郡
高
富
町
）、
鷲
見
英
保
氏
（
当
時
名

古
屋
市
西
区
山
田
町
）
の
元
に
、「
鷲
見
家
譜
」

や
「
鷲
見
文
書
」
の
名
で
存
在
す
る(

一)

。
ま
た
、

当
写
本
に
引
き
写
さ
れ
た
文
書
の
ほ
ぼ
全
て

が
、『
岐
阜
県
史 

史
料
編 

古
代
・
中
世
一
』
の

「
郡
上
郡 

三 

長
善
寺
文
書
」
の
項
と
、『
岐

阜
県
史 

史
料
編 

古
代
中
世
補
遺
』
の
「
岐
阜

市 

四 

岐
阜
縣
圖
書
館
所
蔵
文
書
」
の
項
に

翻
刻
済
み
で
あ
る(

二)

。 

当
写
本
の
作
成
時
期
で
あ
る
が
、
所
収
の
文

書
⑩
・
⑰
・
⑱
に
は
、
差
出
年
の
後
に
、（
こ
の

文
書
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
）「
元
禄
四
年
迄×

×

年
」
と
注
記
が
あ
る
（【
翻
刻
】
参
照
）
こ
と

か
ら
、
元
禄
四
年(
一
六
九
一)

で
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
。 

(

三) 

以
下
第
二
節
に
お
け
る
記
述
は
、
佐
藤
進
一

『
新
版 

古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

九
七
年
初
版
）、
一
〇
三
、
一
一
一
、
一
一
九
、
一
五

八
、
一
六
七
～
一
六
八
、
二
三
六
～
二
四
五
頁
、
お
よ

巻
子
収
納
箱
に
同
封
さ
れ
た
一
紙
に
よ
る

と
、
そ
の
後
、
天
保
九
年(

一
八
三
八)

の
夏
に
、

鷲
見
本
家
で
土
用
干
し
さ
れ
て
い
た
当
写
本

を
、
分
家
の
鷲
見
五
郎
右
衛
門
保
高
が
切
断
し

て
自
宅
に
持
ち
出
し
、
以
来
保
管
さ
れ
て
き
た

と
い
う
（【
翻
刻
】
参
照
）。
こ
れ
を
事
実
と
す

れ
ば
、
当
写
本
が
前
欠
（
前
半
部
が
欠
落
）
で

あ
る
理
由
は
、
こ
の
と
き
の
切
断
で
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

引
写
文
書
の
様
式
・
性
格 

こ
こ
で
、
当
写
本
に
引
き
写
さ
れ
た
軍
忠

状
・
御
教
書
な
ど
に
つ
い
て
、
古
文
書
学
の
知

見
に
基
づ
き
、
文
書
の
様
式
・
性
格
の
観
点
か

ら
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い(

三)

。 

第
一
に
、
着
到
状
（
ち
ゃ
く
と
う
じ
ょ
う
）

で
あ
る
。
当
写
本
の
な
か
で
は
文
書
②
・
④
が

該
当
す
る
。
着
到
状
と
は
、
地
頭
御
家
人
や
惣

領
な
ど
の
武
士
が
、
非
常
の
事
変
に
際
し
、
幕

府
な
ど
か
ら
の
軍
勢
催
促
（
出
陣
命
令
）
に
応

び
日
本
歴
史
学
会
編
『
概
説
古
文
書
学 

古
代
・
中
世

編
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
、
一
七
四
～
一
八

五
頁
を
典
拠
と
す
る
。 
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じ
て
、
ま
た
は
自
発
的
に
、
い
ち
早
く
馳
せ
参

じ
た
こ
と
を
記
し
て
提
出
す
る
文
書
で
あ
る
。 

守
護
に
よ
る
被
官
化
が
進
む
ま
で
は
惣
領

（
家
長
）
に
率
い
ら
れ
た
血
縁
的
な
武
力
集
団

が
各
地
に
割
拠
し
て
い
た
（
鷲
見
氏
も
そ
の
一

つ
で
あ
る
）
。
合
戦
に
際
し
対
立
す
る
両
勢
力

は
、
よ
り
大
き
な
勢
力
を
形
成
し
て
相
手
側
よ

り
優
位
に
立
つ
た
め
、
各
地
の
日
和
見
的
な
惣

領
に
対
し
て
軍
勢
催
促
状
（
直
状
形
式
：
後
述
）

を
発
給
し
、
一
族
郎
党
を
率
い
て
味
方
に
馳
せ

参
じ
る
よ
う
求
め
た
。
惣
領
は
、
味
方
す
る
こ

と
が
有
利
と
判
断
し
て
催
促
に
応
じ
て
馳
せ

参
じ
た
際
に
は
、
着
到
状
を
提
出
し
た
。 

着
到
状
を
受
け
取
っ
た
軍
事
統
率
者
は
、
着

到
帳
に
そ
の
武
士
の
姓
名
を
登
載
し
、
証
判

（
し
ょ
う
は
ん
・
花
押
）
を
書
き
加
え(

四)

、
差

出
人
の
武
士
に
返
付
し
た
。
武
士
は
こ
の
証
判

つ
き
の
着
到
状
を
、
重
要
な
軍
事
勤
務
を
果
た

し
た
こ
と
の
証
明
と
し
、
の
ち
に
恩
賞
や
安
堵

を
請
求
す
る
際
、
そ
の
主
張
の
根
拠
と
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
着
到
状
提
出
の
目
的
は
こ
の
証

判
を
も
ら
う
こ
と
に
あ
っ
た
。  

(

四) 

南
北
朝
時
代
に
は
、
武
家
方
の
統
率
者
は
判
を

文
書
の
奥
（
宛
名
の
左
）
に
据
え
、
南
朝
方
は
よ
り
尊

文
面
は
、
何
処
の
何
某
が
（
何
々
の
件
で
）

馳
せ
参
じ
た
旨
を
述
べ
、「
着
到
如
レ

件
」
「
恐

惶
謹
言
」
な
ど
で
結
び
（
書
止
め
）、
充
所
（
宛

名
）
は
「
御
奉
行
所
」
と
す
る
こ
と
が
多
い
。

「
着
到
」
と
書
き
出
す
も
の
も
あ
る
。 

の
ち
に
着
到
状
は
後
述
の
軍
忠
状
と
融
合

し
、
一
五
世
紀
前
半
に
は
姿
を
消
す
。
こ
れ
は

着
到
状
に
証
判
を
も
ら
っ
た
だ
け
で
は
恩
賞

を
受
け
る
条
件
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
た
め

と
も
い
わ
れ
る
。
い
か
に
戦
功
（
軍
忠
）
を
た

て
た
か
を
示
す
必
要
が
生
じ
、
そ
れ
と
と
も
に

「
軍
忠
状
」
が
登
場
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
は
、
そ
の
軍
忠
状
で
あ
る
。
当
写
本
の

な
か
で
は
文
書
⑤
～
⑩
・
⑯
・
⑰
が
そ
れ
に
該

当
す
る
（
前
欠
の
①
も
軍
忠
状
か
着
到
状
）
。

軍
忠
状
と
は
、
武
士
が
従
軍
し
戦
闘
に
参
加
し

た
際
、
戦
闘
の
経
過
と
と
も
に
、
敵
に
与
え
た

打
撃
（
首
の
分
捕
、
生
捕
、
追
落
、
降
参
な
ど
）

と
敵
か
ら
蒙
っ
た
損
害
（
自
身
及
び
一
族
・
従

者
の
負
傷
・
戦
死
な
ど
）―

こ
れ
ら
が
軍
忠―

を
主
人
に
上
申
し
、
そ
の
確
認
を
求
め
る
文
書

で
あ
り
、
着
到
状
同
様
の
理
由
で
、
証
判
を
受

大
な
袖
判
（
文
書
の
袖
＝
右
端
に
書
く
）
を
証
判
と
し

た
。
証
判
に
は
、
厚
礼
の
「
承
（
候
）
了
」
か
、
薄
礼

け
（
、
返
付
さ
れ
）
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
提

出
さ
れ
た
（
ゆ
え
に
「
早
賜
二

一
見
之
判
一

」
や

「
早
賜
二

一
見
状
一

」
、
「
欲
レ

預
二

御
一
見
御
証

判
一

」
な
ど
と
訴
え
る
）。
南
北
朝
時
代
の
幕
府

系
武
士
の
軍
忠
状
に
は
、
多
く
は
守
護
が
証
判

を
与
え
た
。
証
判
を
受
け
る
た
め
に
も
、
当
時

は
合
戦
に
参
加
す
る
味
方
同
士
で
お
互
い
の

戦
功
の
証
人
と
な
る
こ
と
を
契
約
し
、
互
い
を

「
同
時
（
所
）
合
戦
之
輩
」
と
呼
び
、
そ
の
関

係
は
「
見
継
（
み
つ
）
ぎ
見
継
が
れ
る
」
と
称

し
た
。
そ
れ
ら
は
軍
忠
状
に
は
、「
何
某
相
共
」

に
合
戦
し
た
、
合
戦
の
次
第
は
「
傍
輩
所
二

見

及
一

」、
な
ど
の
記
述
と
し
て
現
れ
る
。 

佐
藤
進
一
の
分
類
に
よ
る
と
、
軍
忠
状
に
は

一
回
の
戦
闘
が
終
わ
る
ご
と
に
提
出
さ
れ
た

も
の
と
、
数
回
・
長
期
間
の
戦
闘
と
軍
忠
を
一

括
し
、
時
間
的
順
序
に
従
っ
て
記
述
し
て
（
戦

闘
状
況
の
大
き
な
段
落
ご
と
に
）
提
出
さ
れ
た

も
の
が
あ
る
。
後
者
の
形
式
は
、
南
北
朝
間
の

戦
闘
が
恒
常
化
し
、
戦
闘
ご
と
に
戦
功
を
報

告
・
認
定
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
登
場
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。 

の
「
一
見
（
候
）
了
」
と
い
う
文
言
が
付
随
す
る
こ
と

が
多
い
。 
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戦
国
大
名
に
よ
る
家
臣
団
が
形
成
さ
れ
る

と
、
主
君
の
側
か
ら
家
臣
に
戦
功
の
報
告
を
求

め
る
よ
う
に
な
り
、
軍
忠
状
と
と
も
に
主
君
が

証
判
を
据
え
る
こ
と
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
軍
忠
状
は
鎌
倉
時
代
か
ら
南

北
朝
時
代
に
か
け
て
の
武
士
の
存
在
形
態
、
政

治
情
勢
を
背
景
と
し
た
、
特
有
の
文
書
様
式
と

さ
れ
る
。 

 

第
三
に
、
御
教
書
（
み
ぎ
ょ
う
し
ょ
）
で
あ

る
。
当
写
本
で
は
文
書
⑱
・
⑳
・
㉑
が
そ
れ
に

該
当
す
る(

五)

。
侍
臣
、
右
筆
が
主
人
の
意
を
奉

じ
て
出
す
書
状
を
奉
書
（
ほ
う
し
ょ
）
と
い
う

が
、
平
安
時
代
以
降
、
と
く
に
三
位
以
上
か
そ

れ
に
准
ず
る
公
卿
の
奉
書
を
敬
し
て
御
教
書

と
い
っ
た
（
三
位
以
上
の
人
の
仰
せ
を
教
と
い

い
、
そ
の
文
書
は
教
書
と
い
っ
た
た
め
）
。
室

町
幕
府
で
は
、
執
事
ま
た
は
管
領
が
、
将
軍
の

 

(

五) 

な
お
文
書
⑲
は
、
『
岐
阜
県
史 

史
料
編
』
で
は

将
軍
足
利
義
満
本
人
の
発
給
文
書
で
あ
り
な
が
ら
「
御

教
書
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
奉
書
形
式
の
本
来
の
御

教
書
と
は
区
別
さ
れ
た
、
将
軍
が
自
ら
の
花
押
・
署
判

を
加
え
、
差
出
者
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
「
御
判

（
ご
は
ん
の
）
御
教
書
」
と
い
う
範
疇
が
存
在
す
る
た

め
で
あ
る
。
御
教
書
本
来
の
意
味
が
閑
却
さ
れ
、
語
が

意
を
奉
じ
て
出
す
文
書
を
将
軍
家
御
教
書
と

呼
ん
だ
（
古
文
書
学
で
は
室
町
幕
府
（
管
領
奉
）

御
教
書
と
い
う
）
。
文
面
の
書
止
め
文
言
は
「
依

レ

仰
執
達
如
レ

件
」（
将
軍
の
意
を
執
事
・
管
領

が
執
達
）
な
ど
で
、
日
下
（
差
出
日
の
下
）
に

は
執
事
ま
た
は
管
領
の
署
判
（
官
名
・
花
押
）

が
あ
る
。
主
人
の
名
は
文
面
に
現
れ
な
い
。
文

書
⑱
は
左
衛
門
佐
こ
と
斯
波
義
将
、
⑳
は
沙
弥

(

六)

こ
と
畠
山
基
国
、
㉑
は
同
細
川
満
元
が
、
管

領
と
し
て
主
人
で
あ
る
将
軍
（
⑱
は
足
利
義
満
、

⑳
・
㉑
は
足
利
義
持
）
の
意
を
伝
達
し
た
奉
書

で
あ
る(

七)

。 

御
教
書
よ
り
上
格
の
文
書
と
し
て
、
下
文

（
く
だ
し
ぶ
み
）
が
あ
っ
た
が
、
御
教
書
な
ど

の
発
達
に
よ
り
そ
の
使
用
は
衰
え
た
。
し
か
し

の
ち
に
は
、
奉
書
・
御
教
書
で
も
な
く
書
下
（
か

き
く
だ
し
。
直
状
（
じ
き
じ
ょ
う
）
と
も
）
や

転
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
文
書
⑲
は
、

充
所
な
し
（
文
中
に
織
り
込
み
）・
袖
判
の
、
も
っ
と

も
薄
礼
で
尊
大
な
形
式
で
あ
る
。（
以
上
、
佐
藤
前
掲

書
、
一
六
七
～
一
七
〇
頁
参
考
）
。 

(

六) 

仏
門
に
入
り
剃
髪
し
た
ば
か
り
の
者
、
ま
た
、

剃
髪
・
出
家
し
て
も
依
然
と
し
て
俗
事
に
携
わ
る
者
を

い
う
（
佐
藤
前
掲
書
、
一
六
一
頁
）。 

御
内
書
（
ご
な
い
し
ょ
、
将
軍
が
発
給
）
に
よ

っ
て
、
主
人
本
人
に
よ
る
直
接
的
な
意
思
伝
達

が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
が
っ
て
、

書
下
に
は
真
の
発
給
者
の
名
が
文
面
に
現
れ

る
。
書
止
め
文
言
は
「…

状
如
レ

件
」
や
「
仍

（
よ
っ
て
）
如
レ

件
」
な
ど
。 

第
四
は
こ
の
書
下
（
直
状
）
で
あ
る
。
様
式

か
ら
み
て
、
こ
の
書
下
あ
る
い
は(

将
軍
家)

御

判
御
教
書
（
注(

五)

参
照
）
に
該
当
す
る
の
が
、

当
写
本
に
お
け
る
文
書
⑪
～
⑮
の
軍
勢
催
促

状
や
感
状
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
⑭
を
除

く
も
の
の
発
給
者
に
つ
い
て
は
、
当
写
本
で
は

足
利
尊
氏
、
『
岐
阜
県
史
史
料
編
』
で
は
足
利

直
義
と
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
直
義
が
兄
尊

氏
の
臣
下
高
師
直
師
泰
兄
弟
の
討
伐
な
ど
を

鷲
見
保
憲
に
呼
び
か
け
た(

八)

も
の
と
す
る
解

釈
が
通
用
し
て
い
る
。 

(

七) 

以
上
、『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻
「
斯
波
義
将
」

（
五
四
～
五
五
頁
）、
同
第
一
一
巻
「
畠
山
基
国
」（
五

七
三
頁
）、
同
第
一
二
巻
「
細
川
満
元
」（
七
四
一

頁
）、
同
第
一
巻
「
足
利
義
満
」（
一
七
八
～
九
頁
）、

同
前
「
足
利
義
持
」（
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）
を
参

照
。 

(

八) 

こ
の
よ
う
に
、
主
人
本
人
に
よ
る
直
接
的
な
意
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三 
個
々
の
文
書
の
中
世
史
に
お
け
る
位

置
づ
け 

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
当
写
本
に
は
、
二
一

通
の
文
書
が
引
き
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
個
々

の
文
書
の
内
容
を
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町

時
代
中
期
の
時
代
動
向
と
鷲
見
氏
の
動
向
の

な
か
に
位
置
づ
け
て
説
明
し
た
い
。 

た
だ
、
そ
の
作
業
は
大
方
、
す
で
に
山
川
新

輔
著
『
高
鷲
村
史
』(

九)

の
八
二
～
一
〇
三
頁
で

行
わ
れ
て
い
る
（
史
料
の
書
き
下
し
文
が
収
め

ら
れ
、
わ
か
り
や
す
い
解
説
が
付
さ
れ
て
い

る
）
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
当
写
本
中
の
文
書

番
号
を
用
い
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る

(

一
〇)

。 

み
え
て
く
る
の
は
、
国
土
が
二
大
勢
力
に
引

き
裂
か
れ
た
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時

代
を
軍
功
を
挙
げ
て
生
き
抜
き
、
そ
の
後
も
相

伝
の
地
を
守
ろ
う
と
す
る
鷲
見
氏
の
姿
で
あ

る
。 

 

思
伝
達
は
早
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
む
し
ろ
こ
こ
で

は
、
後
代
の
義
満
・
義
持
の
時
代
の
ほ
う
が
奉
書
形
式

を
と
っ
て
い
る
。 

(

九) 

高
鷲
村
役
場
発
行
、
昭
和
三
五
年
刊
、
同
五
七

（
ア
）
鷲
見
氏
の
ル
ー
ツ 

藤
原
頼
保
か
ら
鷲
見
忠
保
ま
で 

鷲
見
氏
（
郡
上
氏
）
は
藤
原
氏
北
条
家
房
前

の
五
男
の
孫
藤
原
頼
保
に
始
ま
り
、
そ
の
三
子

重
保
は
父
の
所
領
美
濃
国
芥
見
鷲
見
郷
を
相

伝
し
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
領
地
安
堵
を
得
て
、
郡

上
太
郎
と
称
し
た
（
当
写
本
中
㉒
の
系
図
も
参

照
）。
重
保
の
子
家
保
は
、
承
久
の
乱
（
一
二
二

一
年
）
に
際
し
て
美
濃
の
守
護
土
岐
光
衡
に
従

い
、
幕
府
軍
に
参
加
し
て
鷲
見
郷
の
安
堵
を
得

た
（『
岐
阜
県
史 

史
料
編 

古
代
・
中
世
一
』
七

六
七
頁
、
番
号
一
六
の
下
知
状
）
。
家
保
の
子

が
太
郎
保
吉
、
保
吉
の
子
が
彦
三
郎
長
保
、
長

保
の
子
が
藤
三
郎
忠
保
で
あ
る
（
以
上
の
期
間

の
詳
細
は
『
鷲
見
家
史
蹟
』
や
『
高
鷲
村
史
』

に
）。 

（
イ
）
鎌
倉
幕
府
滅
亡
か
ら
南
北
朝
対
立
へ 

鷲
見
忠
保
の
活
躍 

正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
以
来
、
後
醍
醐
天

皇
は
鎌
倉
幕
府
（
北
条
氏
）
を
討
と
う
と
画
策

年
復
刻
。 

(

一
〇) 

岐
阜
県
編
『
岐
阜
県
史 

通
史
編 
中
世
』（
昭

和
四
四
年
）、
一
〇
～
一
一
、
六
三
～
六
四
、
九
〇
、

九
六
～
九
七
頁
、
お
よ
び
工
学
士
鷲
見
周
保
編
『
鷲
見

を
続
け
、
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
関
東
の
兵

を
派
遣
し
て
天
皇
の
廃
立
を
行
お
う
と
し
た
。

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
、
北
条
高
時
は
足
利

尊
氏
を
西
上
さ
せ
た
が
、
尊
氏
は
途
中
で
反
旗

を
翻
し
、
幕
府
方
の
六
波
羅
を
襲
う
。
美
濃
の

土
岐
頼
貞
、
そ
し
て
郡
上
の
鷲
見
忠
保
は
、
こ

の
と
き
天
皇
・
尊
氏
側
に
味
方
し
た
。
同
年
五

月
に
鎌
倉
幕
府
は
滅
亡
し
、
翌
月
天
皇
が
京
都

に
帰
還
し
た
。
こ
の
間
に
は
忠
保
の
軍
忠
状

（
同
前
『
～
古
代
・
中
世
一
』
七
六
七
～
八
頁
、

番
号
一
八
）
と
着
到
状
（
②
）
が
存
在
す
る
。 

そ
の
後
、
京
で
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
建
武
の

新
政
が
施
か
れ
た
が
、
将
士
の
な
か
に
は
不
満

が
鬱
積
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
建
武
二
年

（
一
三
三
五
）
尊
氏
は
鎌
倉
で
、
今
度
は
後
醍

醐
天
皇
に
反
旗
を
翻
し
、
武
家
政
権
の
樹
立
を

企
て
る
。 

飛
騨
国
の
国
司
姉
小
路
家
が
宮
方
（
天
皇
側
）

に
つ
い
た
の
に
対
し
、
承
久
の
乱
以
来
武
家
方

に
属
す
る
美
濃
の
土
岐
氏
は
尊
氏
に
つ
き
、
国

家
史
蹟
』（
日
本
系
圖
學
會
、
鷲
見
家
蔵
版
・
大
正
一

三
年
刊
、
昭
和
五
七
年
再
版
）
一
五
～
三
四
頁
の
記
述

も
と
り
い
れ
た
。 
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内
の
諸
氏
は
両
派
に
分
か
れ
て
攻
伐
し
た
。
北

濃
の
東
氏
・
鷲
見
氏
、
東
濃
の
遠
山
氏
な
ど
は

土
岐
氏
と
態
度
を
共
に
し
て
武
家
方
と
な
っ

た
。
一
方
、
南
濃
・
中
濃
地
方
に
は
、
尾
崎
宮

（
高
倉
天
皇
の
玄
孫
で
、
尊
氏
を
討
つ
た
め
東

下
）
＝
宮
方
に
加
担
す
る
、
堀
口
・
根
尾
・
徳

山
な
ど
新
田
氏
一
族
や
、
伊
岐
津
志
・
中
村
・

纐
纈
・
猿
子
・
落
合
な
ど
の
諸
氏
が
あ
っ
た
。 

翌
建
武
三
年
三
月
、
忠
保
は
土
岐
頼
遠
か
ら
、

忠
節
に
よ
り
恩
賞
を
授
け
る
と
の
書
状
（
③
感

状
）
を
得
て
い
る
。
六
月
、
尊
氏
が
京
に
入
り
、

そ
の
命
に
よ
り
弟
直
義
が
美
濃
・
尾
張
の
諸
氏

の
兵
を
集
め
る
。
忠
保
は
す
ぐ
に
馳
せ
参
じ

（
④
着
到
状
よ
り
）、
土
岐
氏
配
下
と
し
て
近

江
に
入
り
、
森
山
で
宮
方
と
合
戦
し
、
そ
の
後

山
城
西
坂
本
と
京
市
街
で
戦
っ
た
（
⑤
・
⑥
忠

保
軍
忠
状
よ
り
）
。
美
濃
に
帰
国
し
た
忠
保
は

八
月
、
東
中
務
丞
常
顕
と
と
も
に
土
岐
氏
の
陣

営
に
属
し
て
、
美
濃
の
関
・
加
茂
郡
迫
・
山
県

郡
北
野
な
ど
を
転
戦
し
て
尾
崎
宮
側
の
数
名

を
討
ち
取
り
、
方
県
郡
で
は
一
族
・
若
党
に
負

傷
者
を
出
し
な
が
ら
、
九
月
に
八
代
城
を
攻
め

落
と
し
た
（
⑦
・
⑧
・
⑨
忠
保
軍
忠
状
よ
り
）。

忠
保
は
東
常
顕
ほ
か
を
証
人
と
し
て
、
土
岐
頼

遠
か
ら
と
思
わ
れ
る
証
判
を
得
て
い
る
。 

同
三
年
（
延
元
元
）
一
二
月
、
天
皇
は
京
を

逃
れ
て
大
和
吉
野
で
政
務
を
執
る
（
南
朝
）
一

方
、
尊
氏
は
京
で
光
明
院
を
擁
立
し
て
室
町
幕

府
を
開
き
、
五
七
年
に
及
び
南
北
朝
が
対
立
す

る
時
代
が
幕
を
開
け
る
。 

鷲
見
郷
地
頭
に
補
せ
ら
れ
た
忠
保
は
、
さ
ら

に
翌
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
二
月
に
は
新
田

氏
一
族
の
い
る
西
濃
で
戦
い
、
大
洞
を
焼
き
谷

汲
を
襲
っ
た
（
⑩
忠
保
軍
忠
状
よ
り
）。 

暦
応
二
年
（
延
元
四
、
一
三
三
九
）
八
月
、

後
醍
醐
天
皇
は
吉
野
で
没
し
、
子
の
後
村
上
天

皇
が
即
位
す
る
。
ま
た
、
土
岐
家
で
は
頼
遠
が

除
か
れ
て
甥
頼
康
が
守
護
職
を
継
い
だ
。
そ
し

て
、
康
永
二
年
（
興
国
四
、
一
三
四
三
）
二
月

に
は
、
鷲
見
忠
保
が
鷲
見
郷
向
鷲
見
城
に
て
生

涯
を
終
え
、
そ
の
弟
（
子
と
の
説
も
）
藤
四
郎

左
衛
門
尉
保
憲
が
地
頭
職
を
継
い
だ
（
『
鷲
見

家
史
蹟
』
は
忠
保
の
子
で
幼
少
の
加
賀
丸
が
継

ぎ
、
保
憲
が
後
見
し
た
と
す
る
）。 

（
ウ
）
足
利
氏
の
内
紛
・
観
応
の
擾
乱 

鷲
見
保
憲
・
加
賀
丸
敵
味
方
に 

だ
が
そ
の
後
、
北
朝
（
足
利
氏
）
に
内
紛
が

生
じ
、
鷲
見
氏
も
敵
味
方
に
分
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。 

観
応
元
年
（
正
平
五
、
一
三
五
〇
）、
足
利
尊

氏
・
高
師
直
（
尊
氏
の
執
事
）
師
泰
兄
弟
と
、

尊
氏
の
弟
直
義
と
の
関
係
が
不
和
と
な
り
、
直

義
は
宮
方
（
南
朝
側
）
に
転
じ
て
尊
氏
側
と
抗

争
を
始
め
る
（
観
応
の
擾
乱
）。 

鷲
見
保
憲
は
、
同
年
一
一
月
の
直
義
の
軍
勢

催
促
（
⑪
直
義
催
促
状
）
に
応
じ
て
翌
観
応
二

年
に
高
師
直
・
師
泰
討
伐
に
つ
き
美
濃
で
軍
功

を
挙
げ
、
賞
さ
れ
る
（
⑫
直
義
感
状
）。
そ
の
後

直
義
は
兄
尊
氏
と
和
睦
す
る
も
、
す
ぐ
に
尊
氏

の
子
義
詮
と
不
和
を
生
じ
る
。
保
憲
は
こ
の
と

き
も
直
義
に
味
方
し
、
八
月
郡
上
郡
内
で
の
尊

氏
方
と
の
戦
い
で
功
を
挙
げ
、
そ
れ
を
賞
さ
れ

た
（
⑬
直
義
感
状
）。 

一
方
、
鷲
見
忠
保
の
子
・
加
賀
丸
論
人
は
保

憲
と
は
道
を
異
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
足
利
尊

氏
は
加
賀
丸
に
軍
勢
を
催
促
し
て
北
国
へ
逃

げ
た
直
義
を
討
つ
よ
う
命
じ
（
⑭
尊
氏
催
促

状
）
、
自
身
も
討
伐
に
向
か
う
。
こ
の
と
き
鷲

見
氏
は
、
保
憲
が
直
義
側
、
甥
（
ま
た
は
弟
）

の
加
賀
丸
が
尊
氏
側
に
つ
い
た
こ
と
で
、
一
時

分
裂
し
た
こ
と
に
な
る
。
直
義
は
保
憲
に
さ
ら

に
参
川
三
郎
の
軍
勢
に
加
わ
る
よ
う
指
示
し

た
（
⑮
直
義
催
促
状
）
が
、
こ
れ
に
保
憲
が
な

お
応
じ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。 

鷲
見
氏
が
従
っ
て
き
た
守
護
土
岐
頼
康
は
、
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尊
氏
・
義
詮
側
に
つ
い
て
い
た
。
同
二
年
九
月
、

加
賀
丸
は
頼
康
の
軍
勢
に
加
わ
っ
て
可
児
郡

伊
岐
津
志
城
を
攻
め
（
前
掲
県
史
史
料
編
七
六

五
頁
、
番
号
八
・
加
賀
丸
軍
忠
状
）
、
翌
三
年

（
一
三
五
二
、
九
月
文
和
に
改
元
）
に
は
美
濃

の
守
護
代
に
属
し
て
尾
張
熱
田
宮
で
捨
て
身

の
合
戦
を
行
い
（
⑯
加
賀
丸
軍
忠
状
よ
り
）、

伊
勢
国
阿
坂
城
攻
撃
に
も
参
加
し
た
（
⑰
加
賀

丸
軍
忠
状
よ
り
）
。
尊
氏
は
同
年
二
月
、
直
義

を
死
に
追
い
込
ん
で
い
る
（
し
か
し
足
利
氏
の

内
紛
は
続
き
、
一
〇
年
以
上
に
及
ん
だ
）
。
翌

文
和
二
年
（
正
平
八
、
一
三
五
三
）
、
南
朝
軍
が

京
に
攻
め
入
っ
て
尊
氏
・
義
詮
は
近
江
へ
逃
れ

る
も
、
翌
年
に
は
京
を
恢
復
し
、
以
降
は
北
朝

優
位
に
展
開
し
た
。 

（
エ
）
足
利
義
満
・
義
持
の
時
代 

鷲
見
加
賀
丸
の
後
年 

応
安
二
年
（
正
平
二
四
、
一
三
六
九
）、
足
利

氏
に
お
い
て
は
義
満
が
父
義
詮
の
後
を
う
け

て
室
町
幕
府
三
代
将
軍
と
な
る
。
以
降
し
ば
ら

く
動
揺
は
少
な
く
保
た
れ
た
。 

し
か
し
、
嘉
慶
元
年
（
元
中
四
、
一
三
八
七
）

冬
に
美
濃
国
守
護
・
土
岐
頼
康
が
没
す
る
と
、

家
督
相
続
を
め
ぐ
り
争
い
が
生
じ
る
。
幕
府
は

頼
康
の
養
子
康
行
を
退
け
て
同
族
頼
益
に
継

が
せ
た
が
、
こ
れ
を
不
服
と
す
る
康
行
が
西
濃

に
兵
を
挙
げ
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
明
徳
元
年

（
元
中
七
、
一
三
九
〇
）
閏
三
月
、
鷲
見
加
賀

丸
改
め
中
務
少
輔
入
道
禅
峯
に
、
（
頼
益
と
と

も
に
）
康
行
を
討
つ
よ
う
命
じ
（
⑱
管
領
斯
波

義
将
奉
義
満
御
教
書
）、
康
行
を
降
参
さ
せ
た
。

こ
の
功
に
よ
り
、
禅
峯
は
同
年
九
月
、
将
軍
義

満
か
ら
鷲
見
郷
河
西
東
地
頭
職
の
従
来
通
り

の
領
掌
を
許
さ
れ
た
（
⑲
義
満
袖
判
御
教
書
）
。

明
徳
三
年
に
は
鷲
見
郷
を
押
し
取
ろ
う
と
す

る
者
（
伊
賀
彦
十
郎
時
明
）
が
現
れ
、
将
軍
家

か
ら
土
岐
氏
に
対
し
て
禅
峯
に
そ
れ
を
退
け

る
よ
う
命
が
下
り
て
い
る
（
前
掲
県
史
史
料
編

七
六
六
頁
、
番
号
一
三
・
足
利
将
軍
家
御
教
書
）
。

ま
も
な
く
南
北
朝
は
合
一
す
る
が
、
美
濃
で
は

土
岐
氏
の
内
部
対
立
が
や
ま
な
か
っ
た
。 

禅
峯
の
晩
年
は
家
勢
が
振
る
わ
ず
、
東
氏
の

一
族
安
東
三
郎
が
鷲
見
郷
を
競
望
し
た
。
応
永

七
年
（
一
四
〇
〇
）
四
月
、
禅
峯
の
長
子
彦
五

郎
氏
保
に
そ
れ
を
退
け
る
よ
う
命
が
下
り
た

（
⑳
管
領
畠
山
基
国
奉
足
利
義
持
御
教
書
）
。 

応
永
一
六
年
（
一
四
〇
九
）
に
は
土
岐
頼
益

が
東
氏
を
攻
撃
し
、
鷲
見
氏
は
土
岐
氏
に
協
力

し
た
。
同
二
一
年
（
一
四
一
四
）
頼
益
は
死
去

し
、
翌
二
二
年
に
は
伊
勢
に
北
畠
氏
の
乱
が
起

こ
っ
た
。
四
月
、
氏
保
は
守
護
の
も
と
で
こ
れ

を
鎮
圧
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
㉑
管
領

細
川
満
元
奉
足
利
義
持
御
教
書
）
。
同
年
（
ま

た
は
応
永
二
四
年
）
五
月
、
父
禅
峯
は
向
鷲
見

城
で
死
去
す
る
。 

  

（
オ
）
室
町
幕
府
の
衰
弱
、
戦
国
時
代 

鷲
見
氏
の
そ
の
後 

鷲
見
氏
は
、
氏
保
（
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）

死
去
）
、
そ
の
子
彦
六
行
保
、
そ
の
孫
彦
右
衛

門
光
保
を
経
て
六
郎
貞
保
の
天
文
年
中
（
一
六

世
紀
中
ご
ろ
）
に
わ
た
り
代
々
本
領
を
相
伝
し

た
。
一
六
世
紀
に
も
な
る
と
、
政
治
上
の
弊
害

の
多
い
室
町
幕
府
の
権
力
は
次
第
に
衰
え
、
群

雄
割
拠
の
戦
国
時
代
へ
と
入
っ
て
い
く
。
な
お

行
保
の
子
保
重
は
山
県
郡
北
野
に
移
住
し
て

土
岐
家
に
仕
え
、
そ
の
子
孫
は
土
岐
家
、
池
田

光
仲
、
小
早
川
秀
秋
な
ど
に
仕
え
て
い
く
（
そ

れ
ら
期
間
の
詳
細
は
『
鷲
見
家
史
蹟
』
や
『
高

鷲
村
史
』
に
）。 
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【
翻
刻
】 

例
言 

・
当
写
本
に
所
収
さ
れ
て
い
る
鷲
見
氏
の
軍

忠
状
、
足
利
氏
の
軍
勢
催
促
状
・
御
教
書
な

ど
の
ほ
ぼ
全
て
は
、
『
岐
阜
県
史 

史
料
編 

古
代
・
中
世
一
』（
岐
阜
県
、
昭
和
四
四
年
。

以
下
『
一
』
と
略
記
）
の
「
郡
上
郡 

三 

長

善
寺
文
書
」（
七
六
三
～
七
六
九
頁
）
と
、

『
岐
阜
県
史 

史
料
編 

古
代
中
世
補
遺
』

（
岐
阜
県
、
平
成
一
一
年
。
以
下
『
補
遺
』

と
略
記
）
の
「
岐
阜
市 

四 

岐
阜
縣
圖
書

館
所
蔵
文
書
」
（
一
三
～
一
四
頁
）
に
翻
刻

済
み
（
た
だ
し
別
写
本
を
基
に
し
て
）
の
た

め
、
参
照
先
を
明
示
し
、
翻
刻
は
省
略
す
る
。

た
だ
し
、
写
本
間
に
は
用
字
・
表
現
の
違
い

が
多
少
あ
り
（
写
し
誤
り
の
た
め
か
）
、
こ

の
う
ち
重
要
と
思
わ
れ
る
相
違
は
特
記
す

る
こ
と
と
し
た
。 

・
史
料
中
に
出
現
す
る
〇
囲
み
数
字
は
、
翻
刻

者
が
便
宜
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。 

・
旧
字
体
・
異
体
字
は
新
字
体
に
改
め
て
表
記

し
た
。 

・
本
文
中
の
読
点
や
並
列
点
は
、
翻
刻
者
が
適

宜
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。 

・( 
)

部
分
は
、
翻
刻
者
に
よ
る
補
足
・
注
で

あ
る
。
推
測
に
よ
る
も
の
は
（ 

ヵ
）
と
し

た
。 

・
花
押
は
（
花
押
）
と
表
記
す
る
。 

 

（
巻
子
箱
に
同
封
の
一
紙
） 

「
天
保
九
年
ノ
夏
、
本
家
ニ
於
テ
此
書
ヲ
土

用
干
シ
中
、
分
家
鷲
見
五
郎
右
ヱ
門
保
高

入
込
シ
候
ノ
所
ヨ
リ
、
切
断
シ
テ(

以
上

ヵ)

ノ
分
ヲ
自
宅
ニ
持
出
セ
シ
モ
ノ
、
然
ル

ニ
寿
作
当
時
ト
ナ
リ
置
納
セ
シ
モ
ノ
」 

  

「

（
表
紙
、
題
簽
）

鷲
見
家
軍
忠
状
之
写 

」（
巻
子
） 

  

①
：『
一
』（
長
善
寺
文
書
）
の
④
。『
補
遺
』
に

は
非
所
収
。 

 

（
前
欠
） 

 (

以)

此
旨
可
有
御
披
露
候
、 

恐
惶
謹
言 

 
 
 
 
 
 
 

藤
原
忠
保 

 

元
弘
三
年
二
月
十
二
日 

進
上
御
奉
行
所 

 
 
 
 
 

見
及
候
書
判 

  

②
：『
一
』
所
収
「
一
九 

藤
原
鷲
見
忠
保
軍
忠

状
写
」（
内
容
か
ら
、
正
し
く
は
着
到
状
。
元

弘
三
年
六
月
一
日
付
）
に
同
じ
。 

た
だ
し
、『
一
』
で
は
「
承
了 

御
書
判
」
の

箇
所
が
、
②
で
は
「
尊
氏
御
判
之
写
／
（
花

押
）」
と
な
っ
て
い
る
。 

  

③
：『
補
遺
』
所
収
「
一 

土
岐
頼
遠
感
状

写
」（
建
武
三
年
三
月
二
十
日
付
）
に
同

じ
。 

ま
た
、
東
京
帝
国
大
学
編
『
大
日
本
史

料
』
第
六
編
之
三
、
六
五
六
頁
に
も
翻
刻

あ
り
。 

 

（
本
書
一
二
頁
に
掲
載
） 

※
『
大
日
本
史
料
』
は
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/p

id/782841

で
閲
覧
可
能 

  

④
：『
一
』
所
収
「
二
〇 

藤
原
鷲
見
忠
保
著
到

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/782841
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/782841
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（
正
し
く
は
着
到
）
状
写
」
（
建
武
三
年
六

月
廿
三
日
付
）
に
同
じ
。 

た
だ
し
、『
一
』
に
あ
る
「
一
見
了 

御
書

判
」
は
な
し
。
ま
た
『
一
』
で
の
「
著

到
」
が
④
で
は
「
着
到
」
に
。『
一
』
ま
た

は
そ
れ
が
用
い
た
写
本
が
写
し
誤
り
。 

  

⑤
：『
一
』
所
収
「
二
一 

藤
原
鷲
見
忠
保
軍

忠
状
写
」（
建
武
三
年
六
月
廿
五
日
付
）
に

同
じ
。 

た
だ
し
、『
一
』
で
の
「
今
月
十
四
日
森
山

合
戦
」
は
⑤
で
は
「
今
月
両
日
森
山
合

戦
」
に
。
ほ
か
、「
之
」
や
「
言
上
」
が
入

る
相
違
あ
り
。 

  

⑥
：『
一
』
所
収
「
二
二 

藤
原
鷲
見
忠
保
軍

忠
状
写
」（
建
武
三
年
七
月
三
日
付
）
に
同

じ
。 

た
だ
し
、『
一
』
で
「
抽
随
分
軍
忠
畢
、
然

者
、
早
賜
御
証
判
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所

は
、
⑥
で
は
「
抽
御
証
判
」
に
短
縮
。「
粗

所
勒
如
件
」
は
「
粗
所
勤
如
件
」
に

（『
一
』
の
誤
翻
刻
か
）。 

⑦
：『
一
』
所
収
「
二
三 

藤
原
鷲
見
忠
保
軍

忠
状
写
」
に
同
じ
。
ま
た
、
東
京
帝
国
大

学
編
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
三
、
六

五
五
頁
に
も
翻
刻
あ
り
。
た
だ
し
、
い
ず

れ
も
建
武
三
年
八
月
十
日
付
、
用
字
に
若

干
の
相
違
あ
り
。 

 (

参
考
：
当
写
本
文
面) 

美
濃
国
鷲
見
藤
三
郎
申
、 

今
月
十
日
当
国
於
開(

関)

迫
北
野
、 

馳
御
敵
尾
崎
宮
、
致
合
戦

ノ二 

忠
ヲ一

、
討
留
二

数
輩
之
御
敵

ヲ一

候
、 

此
条
東
中
務
丞
殿
并 

土
岐
左
兵
衛
蔵
人
殿
代 

出
雲
公
、
相
共
致
合
戦
候 

上
者
、
所
見
分
明
候
欤
、
然
ハ 

為
後
証
、
欲
賜
御
一
見
候
、 

仍
状
如
件 

  

建
武
三
年
七
月
三
日 

 

御
奉
行
所 

 
 
 

承
候
書
判 

  

⑧
：『
一
』
所
収
「
二
四 

藤
原
鷲
見
忠
保
軍

忠
状
写
」
（
建
武
三
年
八
月
付
）
に
同
じ
。

た
だ
し
、「
見
参
上
」
が
「
見
知
之
上
」

に
。
ま
た
、
東
京
帝
国
大
学
編
『
大
日
本

史
料
』
第
六
編
之
三
、
六
五
五
～
六
五
六

頁
に
も
翻
刻
あ
り
（
た
だ
し
、
用
字
に
若

干
の
相
違
あ
り
）。 

 

⑨
：『
一
』
所
収
「
二 

藤
原
鷲
見
忠
保
軍
忠

状
写
」（
建
武
三
年
九
月
廿
六
日
付
）
に
同

じ
。「
一
族
孫
三
郎
」
は
『
一
』
に
よ
れ
ば

「
一
族
林
孫
三
郎
」。
ほ
か
若
干
の
用
字
違

い
あ
り
。 

  

⑩
：『
補
遺
』
所
収
「
二 

鷲
見
忠
保
軍
忠
状

写
」（
建
武
二
年
三
月
付
）
に
文
面
同
じ
。

た
だ
し
、
差
出
年
は
建
武
四
年
三
月
と
す

る
（
い
ず
れ
か
が
写
し
誤
り
）。
ま
た
、
以

下
の
よ
う
に
傍
ら
に
注
記
あ
り
。 

 

「 
 

建
武
四
年 

 
 
 
 
 
 

三
月
日 

元
禄
四
年
迄
三
百
五
十
八

（
マ
マ
）

年 

」 
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⑪
：『
一
』
所
収
「
三 

足
利
直
義
催
促
状

写
」
（
観
応
元
年
十
一
月
三
日
付
、
鷲
見
藤

四
郎(
保
憲)

宛
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、「
御

書
判
」
を
『
一
』
で
は
足
利
直
義
の
も
の

と
す
る
が
、
⑪
で
は
足
利
尊
氏
の
も
の
と

す
る
。 

  

⑫
：『
一
』
所
収
「
四 

足
利
直
義
感
状
写
」

（
観
応
二
年
二
月
十
五
日
付
、
鷲
見
藤
四

郎(

忠
憲)

宛
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、「
御
書

判
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
⑪
と
同
じ
相
違

あ
り
。
若
干
の
用
字
違
い
も
あ
り
。 

  

⑬
：『
補
遺
』
所
収
「
三 

足
利
直
義
感
状

写
」
（
観
応
二
年
八
月
十
日
付
、
鷲
見
藤
四

郎(

忠
憲)

宛
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、「
御
書

判
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
⑪
・
⑫
と
同
じ

相
違
あ
り
。 

 

⑭
：『
一
』
所
収
「
五 

足
利
尊
氏
軍
勢
催
促

状
写
」（
観
応
二
年
八
月
十
二
日
付
、
鷲
見

加
賀(

丸)

宛
）
に
同
じ
。 

 

⑮
：『
一
』
所
収
「
六 

足
利
直
義
軍
勢
催
促

状
写
」（
観
応
二
年
八
月
二
十
六
日
付
、
鷲

見
四
郎
宛
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、「
御
判
」

の
解
釈
に
つ
い
て
は
⑪
～
⑬
と
同
じ
相
違

あ
り
。 

  

⑯
：『
一
』
所
収
「
七 

鷲
見
加
賀
丸
軍
忠
状

写
」（
観
応
三
年
四
月
付
）
に
同
じ
。
た
だ

し
、
若
干
の
用
字
違
い
も
あ
り
。 

  

⑰
：『
一
』
所
収
「
一
〇 

鷲
見
加
々
丸
軍
忠

状
写
」（
文
和
元
年
十
月
二
十
三
日
付
）
に

同
じ
。
た
だ
し
、
若
干
の
用
字
違
い
あ

り
。『
一
』
に
あ
る
「
承
了 

御
書
判
」
は

な
し
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
差
出
年
の

傍
ら
に
注
記
あ
り
。 

 

「 
 

文
和
元
年 

 
 
 
 
 

十
月
廿
三
日 

元
禄
四
年
迄
三
百
四
十
年 

」 

  

⑱
：『
一
』
所
収
「
一
一 

足
利
将
軍
家
御
教

書
写
」（
明
徳
元
年
閏
三
月
六
日
付
、
鷲
見

中
務
少
輔
入
道
宛
）
に
同
じ
。
た
だ
し
若

干
の
用
字
違
い
あ
り
。
ま
た
、
以
下
の
よ

う
に
差
出
年
の
傍
ら
に
注
記
あ
り
。 

  

「 
 

明
徳
元
年 

 
 
 
 

閏
三
月
六
日 

元
禄
四
年
迄
三
百
年 

」 

  

⑲
：『
一
』
所
収
「
一
二 

足
利
義
満
袖
判
御

教
書
写
」
（
明
徳
元
年
九
月
六
日
付
）
に
同

じ
。
た
だ
し
、
差
出
年
は
明
徳
二
年
九
月

六
日
と
す
る
。
若
干
の
用
字
違
い
も
あ

り
。 

  

⑳
：『
補
遺
』
所
収
「
四 

足
利
将
軍
家
御
教

書
写
」（
応
永
七
年
四
月
廿
五
日
付
）
に
同

じ
。
た
だ
し
、
差
出
年
は
⑳
で
は
「
応
永

七
年
」
と
の
み
。
若
干
の
用
字
違
い
も
あ

り
。 
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㉑
：『
一
』
所
収
「
一
四 

足
利
将
軍
家
御
教

書
写
」（
応
永
廿
二
年
四
月
十
六
日
付
）
に

同
じ
。 

    

㉒ 美
濃
国
鷲
見
郷
相 

伝
之
次
第 

   

系
譜
少
所
、
詮
之 

 

処
ヲ

写
申
候
也 

   

藤
原 

△
頼
保 

 
 
 
 

武
蔵
権
守 

同 

重
保 

 
 
 
 

郡
上
太
郎
、
郡
上
郡
鷲
見
ノ 

 
 
 
 

郷
ニ

任
ス
ル

故
、
名
字
ヲ

郡
上
ト

云
、 

 
 
 
 

鷲
見
ト

云 

同 

家
保 

 
 
 
 

郡
上
三
郎 

 
 
 
 
 

逝
去
後
、
法
名
宝
仏 

 

同 

保
𠮷 

 
 
 
 

同
太
郎 

 

諸
保 

 
 
 
 

同
勝
三
郎 

 

同 

長
保 

 
 
 
 

同
彦
三
郎 

 

同 

忠
保 

 
 
 
 

同
藤
三
郎 

 

同 

保
憲 

 
 
 
 

同
藤
四
郎 

 

同 

加
賀
丸 

 
 
 
 
 

同
中
務
少
輔
論
人 

  

同 

氏
保 

 
 
 
 

同
彦
五
郎 

 
 
 
 

後
云

フ二

中
務
少
輔

ト一 

 

同 

行
保 

 
 
 
 

同
彦
六 

 
 
 
 

後
云

フ二

中
務
少
輔
一 

 

（
文
責
・
翻
刻
：
学
芸
員 

安
江
範
泰
） 


